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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線端末と管理装置とを含む位置管理システムであって、
　前記無線端末は、
　自端末の位置を所定測定周期で測定する位置測定部と、
　前記位置測定部によって測定された位置を所定報告周期で前記管理装置に報告する位置
報告部とを有しており、
　前記管理装置は、
　前記無線端末から報告された位置を管理する位置管理部と、
　前記無線端末の位置の参照を要求する位置参照要求を受け付ける受付部と、
　前記位置参照要求の対象とされた前記無線端末である参照対象端末に対して、前記所定
測定周期を指示する指示部と
を有し、
　前記指示部は、前記所定測定周期及び前記所定報告周期を、前記参照対象端末の数と非
参照対象端末の数との合計であるユーザ数が多いほど長くすることを特徴とする位置管理
システム。
【請求項２】
　前記無線端末は、自端末のバッテリー残量を管理装置に報告し、
　前記指示部は、報告された前記バッテリー残量に基づいて、前記参照対象端末のバッテ
リー残量が少ないほど、前記所定測定周期を長くする請求項１に記載の位置管理システム
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。
【請求項３】
　前記管理装置は、前記参照対象端末に対応する前記所定測定周期と、前記非参照対象端
末に対応する前記所定測定周期とを管理する測定周期管理部を有しており、
　前記参照対象端末に対応する前記所定測定周期は、前記非参照対象端末に対応する前記
所定測定周期よりも短いことを特徴とする請求項１に記載の位置管理システム。
【請求項４】
　前記管理装置は、前記位置参照要求の送信元である要求元端末に対して、前記参照対象
端末の位置を定期的に提供する位置提供部をさらに有することを特徴とする請求項１に記
載の位置管理システム。
【請求項５】
　管理装置が無線端末の位置を管理する位置管理方法であって、
　前記無線端末が、自端末の位置を所定測定周期で測定するステップＡと、
　前記無線端末が、前記ステップＡで測定された位置を所定報告周期で前記管理装置に報
告するステップＢと、
　前記管理装置が、前記無線端末から報告された位置を管理するステップＣと、
　前記管理装置が、前記無線端末の位置の参照を要求する位置参照要求を受け付けるステ
ップＤと、
　前記管理装置が、前記位置参照要求の対象とされた前記無線端末である参照対象端末に
対して、前記所定測定周期を指示するステップＥとを含み、
　前記ステップＥでは、前記所定測定周期及び前記所定報告周期を、前記参照対象端末の
数と非参照対象端末の数との合計であるユーザ数が多いほど長くすることを特徴とする位
置管理方法。
【請求項６】
　前記無線端末が、自端末のバッテリー残量を前記管理装置に報告するステップを有し、
　前記ステップＥでは、報告された前記バッテリー残量に基づいて、前記参照対象端末の
バッテリー残量が少ないほど、前記所定測定周期を長くする請求項５に記載の位置管理方
法。
【請求項７】
　所定測定周期で測定された無線端末の位置を管理する管理装置であって、
　前記無線端末から報告された位置を管理する位置管理部と、
　前記無線端末の位置の参照を要求する位置参照要求を受け付ける受付部と、
　前記位置参照要求の対象とされた前記無線端末である参照対象端末に対して、前記所定
測定周期を指示する指示部とを有し、
　前記指示部は、前記所定測定周期及び前記所定報告周期を、前記参照対象端末の数と非
参照対象端末の数との合計であるユーザ数が多いほど長くすることを特徴とする管理装置
。
【請求項８】
　前記指示部は、前記無線端末から報告された前記無線端末のバッテリー残量に基づいて
、前記参照対象端末のバッテリー残量が少ないほど、前記所定測定周期を長くする請求項
７に記載の管理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線端末の位置を管理する位置管理システム、位置管理方法及び管理装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話や無線タグなどの無線端末の位置を検出するシステムが知られている。
このようなシステムでは、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅ
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ｍ）、無線ＬＡＮ（ＴＤＯＡ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｆｆｅｒｎｃｅ　ｏｆ　Ａｒｒｉｖａｌ）
方式、ＲＳＳＩ（Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ　Ｉｎｄｉｃａｔ
ｏｒ）方式など）、無線タグなどの技術が用いられる。
【０００３】
　このようなシステムを利用してユーザの位置をリアルタイムで管理することによって、
プレゼンスサービスや要員配置サービスを提供することが可能である。なお、プレゼンス
サービスは、コミュニケーションを取りたい特定のユーザ（社員など）がどこにいるかを
把握するためのサービスである。要員配置サービスは、派遣先にどのユーザ（社員など）
を向かわせることが効率的であるかを把握するためのサービスである。
【０００４】
　ここで、ユーザの位置をリアルタイムで管理するためには、無線端末が位置を測定する
周期（測定周期）や無線端末が位置を報告する周期（報告周期）は短い方が好ましい。一
方で、測定周期や報告周期を短縮すると、無線端末の電力消費が増大し、無線トラフィッ
ク量が増大する。
【０００５】
　これを受けて、携帯電話がＧＰＳを用いて位置を測定することを前提として、携帯電話
が接続する基地局が変更された場合に、測定周期を短縮する技術（１）が提案されている
（例えば、特許文献１）。また、無線タグにモーションセンサが搭載されていることを前
提として、無線タグが動いているときにのみ位置を測定する技術（２）も提案されている
。
【特許文献１】特開２００６－１５３６９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した技術（１）では、携帯電話が接続する基地局が変更される毎に
測定周期が短縮される。従って、ユーザが頻繁に移動するようなケースでは、位置の測定
が頻繁に繰り返される。また、上述した従来技術（２）では、無線タグが移動する毎に位
置の測定が繰り返される。
【０００７】
　従って、ユーザの位置をリアルタイムで管理することは可能であるが、消費電力の低減
や無線トラフィック量の低減は不十分である。
【０００８】
　なお、上述したプレゼンスサービスや要員配置サービスでは、ユーザの位置が参照され
ていないようなケース（例えば、勤務時間外）において、ユーザの位置をリアルタイムで
管理する必要がないことに留意すべきである。
【０００９】
　そこで、本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、ユーザの位置
を或る程度リアルタイムで管理しながら、無線端末の消費電力の低減や無線トラフィック
量の低減を図ることを可能とする位置管理システム、位置管理方法及び管理装置を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　第１の特徴に係る位置管理システムは、無線端末と管理装置とを含む。前記無線端末は
、自端末の位置を所定測定周期で測定する位置測定部（測定部１３）と、前記位置測定部
によって測定された位置を所定報告周期で前記管理装置に報告する位置報告部（送信部１
４）とを有する。前記管理装置は、前記無線端末から報告された位置を管理する位置管理
部（位置管理ＤＢ４２）と、前記無線端末の位置の参照を要求する位置参照要求を受け付
ける受付部（受信部４１）と、前記位置参照要求の対象とされた前記無線端末に対して、
前記所定測定周期の短縮を指示する指示部（指示部４５）とを有する。
【００１１】
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　かかる特徴によれば、無線端末が自端末の位置を所定測定周期で測定していることを前
提として、管理装置は、位置参照要求の対象とされた無線端末に対して、所定測定周期の
短縮を指示する。
【００１２】
　従って、無線端末（ユーザ）の位置を或る程度リアルタイムで管理しながら、無線端末
の消費電力の低減や無線トラフィック量の低減を図ることができる。
【００１３】
　第１の特徴において、前記指示部は、前記位置参照要求の対象である前記無線端末に対
して、前記所定報告周期の短縮を指示する。
【００１４】
　第１の特徴において、前記位置管理部は、前記位置参照要求の対象とされた前記無線端
末を参照対象端末として管理し、前記位置参照要求の対象とされていない前記無線端末を
非参照対象端末として管理する。前記管理装置は、前記参照対象端末に対応する前記所定
測定周期と、前記非参照対象端末に対応する前記所定測定周期とを管理する測定周期管理
部（周期管理ＤＢ４３）を有する。前記参照対象端末に対応する前記所定測定周期は、前
記非参照対象端末に対応する前記所定測定周期よりも短い。
【００１５】
　第１の特徴において、前記管理装置は、前記位置参照要求の送信元である要求元端末に
対して、前記参照対象端末の位置を定期的に提供する位置提供部（提供部４４）をさらに
有する。
【００１６】
　第２の特徴に係る位置管理方法では、管理装置が無線端末の位置を管理する。位置管理
方法は、前記無線端末が、自端末の位置を所定測定周期で測定するステップＡと、前記無
線端末が、前記ステップＡで測定された位置を所定報告周期で前記管理装置に報告するス
テップＢと、前記管理装置が、前記無線端末から報告された位置を管理するステップＣと
、前記管理装置が、前記無線端末の位置の参照を要求する位置参照要求を受け付けるステ
ップＤと、前記管理装置が、前記位置参照要求の対象である前記無線端末に対して、前記
所定測定周期の短縮を指示するステップＥとを含む。
【００１７】
　第３の特徴に係る管理装置は、所定測定周期で測定された無線端末の位置を管理する。
管理装置は、前記無線端末から報告された位置を管理する位置管理部と、前記無線端末の
位置の参照を要求する位置参照要求を受け付ける受付部と、前記位置参照要求の対象であ
る前記無線端末に対して、前記所定測定周期の短縮を指示する指示部とを有する。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、ユーザの位置を或る程度リアルタイムで管理しながら、無線端末の消
費電力の低減や無線トラフィック量の低減を図ることを可能とする位置管理システム、位
置管理方法及び管理装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下において、本発明の実施形態に係る位置管理システムについて、図面を参照しなが
ら説明する。なお、以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似
の符号を付している。
【００２０】
　ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに
留意すべきである。従って、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきである
。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていること
は勿論である。
【００２１】
［第１実施形態］
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（位置管理システムの構成）
　以下において、第１実施形態に係る位置管理システムの構成について、図面を参照しな
がら説明する。図１は、第１実施形態に係る位置管理システムの構成を示す図である。
【００２２】
　図１に示すように、位置管理システムは、複数の無線端末１０（無線端末１０Ａ及び無
線端末１０Ｂ）と、無線接続装置２０と、ネットワーク３０と、管理装置４０と、要求元
端末５０とを有する。
【００２３】
　無線端末１０は、無線ＬＡＮ端末、携帯電話、無線タグなどの端末であり、自端末の位
置を測定する機能を有する。無線端末１０は、例えば、以下の方式によって、自端末の位
置を測定し、自端末の位置を管理装置４０に報告する。なお、無線端末１０の詳細につい
ては後述する（図２を参照）。
【００２４】
（１）ＲＳＳＩ（Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ　Ｉｎｄｉｃａｔ
ｏｒ）方式
　ＲＳＳＩ方式では、複数の無線接続装置２０から無線端末１０が受信する電波の受信強
度と複数の無線接続装置２０の位置とに基づいて、無線端末１０の位置が三点測量によっ
て取得される。なお、無線接続装置２０の位置は既知であることに留意すべきである。
【００２５】
（２）ＴＤＯＡ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｆ　Ａｒｒｉｖａｌ）方式
　ＴＤＯＡ方式では、複数の無線接続装置２０から無線端末１０が受信する電波の時間差
と複数の無線接続装置２０の位置とに基づいて、無線端末１０の位置が三点測量によって
取得される。なお、無線接続装置２０の位置は既知であることに留意すべきである。
【００２６】
（３）ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｔｅｍ）方式
　ＧＰＳ方式では、複数の衛星から受信する電波によって無線端末１０の位置が取得され
る。
【００２７】
（４）無線タグ方式
　無線タグを読み取る無線タグリーダの位置によって無線端末１０（無線タグ）の位置が
取得される。なお、無線タグリーダ及び無線端末１０（無線タグ）は、近距離無線で接続
されるため、無線タグリーダの位置を無線端末１０（無線タグ）の位置と考えても差し支
えない。無線タグリーダの位置は既知であることに留意すべきである。
【００２８】
　なお、第１実施形態では、無線端末１０ＡをユーザＡが所持しており、無線端末１０Ｂ
をユーザＢが所持しているものとする。
【００２９】
　無線接続装置２０は、無線端末１０と無線通信を行う装置である。例えば、無線端末１
０が携帯電話である場合には、無線接続装置２０は、移動体通信網における無線基地局で
ある。無線端末１０が無線ＬＡＮ端末である場合には、無線接続装置２０は、無線ＬＡＮ
におけるアクセスポイントである。無線端末１０が無線タグである場合には、無線接続装
置２０は、無線タグリーダである。
【００３０】
　ネットワーク３０は、無線接続装置２０、管理装置４０及び要求元端末５０を接続する
ネットワークである。ネットワーク３０は、移動体通信網や無線ＬＡＮなどであり、単一
種類のネットワークによって構成されていてもよく、複数種類のネットワークによって構
成されていてもよい。
【００３１】
　管理装置４０は、無線端末１０の位置を管理する装置である。管理装置４０は、無線端
末１０の位置を要求元端末５０に対して提供する。なお、管理装置４０の詳細については
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後述する（図３を参照）。
【００３２】
　要求元端末５０は、無線端末１０の位置の参照を管理装置４０に対して要求する端末（
例えば、パーソナルコンピュータ）である。具体的には、要求元端末５０は、無線端末１
０の位置の参照を要求する位置参照要求を管理装置４０に送信する。一方で、要求元端末
５０は、位置参照要求に応じて返信される無線端末１０の位置を取得する。
【００３３】
　このような位置管理システムは、無線端末１０の位置を管理することによって、プレゼ
ンスサービスや要員配置サービスを提供する。プレゼンスサービスは、コミュニケーショ
ンを取りたい特定のユーザ（社員など）がどこにいるかを把握するためのサービスである
。要員配置サービスは、派遣先にどのユーザ（社員など）を向かわせることが効率的であ
るかを把握するためのサービスである。
【００３４】
（無線端末の構成）
　以下において、第１実施形態に係る無線端末の構成について、図面を参照しながら説明
する。図２は、第１実施形態に係る無線端末１０を示すブロック図である。
【００３５】
　図２に示すように、無線端末１０は、受信部１１と、設定部１２と、測定部１３と、送
信部１４とを有する。
【００３６】
　受信部１１は、自端末の位置を測定する周期（以下、測定周期）を指示する情報を管理
装置４０から受信する。受信部１１は、自端末の位置を報告する周期（以下、報告周期）
を指示する情報を管理装置４０から受信する。
【００３７】
　設定部１２は、測定周期及び報告周期を設定する。具体的には、設定部１２は、管理装
置４０から受信した情報に従って測定周期及び報告周期を設定する。
【００３８】
　ここで、設定部１２は、測定周期及び報告周期のデフォルト値を予め設定していてもよ
い。このようなケースでは、設定部１２は、管理装置４０から受信した情報に従って測定
周期及び報告周期を変更する。
【００３９】
　測定部１３は、設定部１２によって設定された測定周期で自端末の位置を測定する。測
定部１３による位置測定は、上述したように、（１）ＲＳＳＩ方式、（２）ＴＤＯＡ方式
、（３）ＧＰＳ方式、（４）無線タグ方式などである。
【００４０】
　送信部１４は、設定部１２によって設定された報告周期で自端末の位置を管理装置４０
に送信する。
【００４１】
（管理装置の構成）
　以下において、第１実施形態に係る管理装置の構成について、図面を参照しながら説明
する。図３は、第１実施形態に係る管理装置４０を示すブロック図である。
【００４２】
　図３に示すように、管理装置４０は、受信部４１と、位置管理ＤＢ４２と、周期管理Ｄ
Ｂ４３と、提供部４４と、指示部４５と、送信部４６とを有する。
【００４３】
　受信部４１は、無線端末１０の位置の参照を要求する位置参照要求を要求元端末５０か
ら受信する。位置参照要求は、位置参照の対象とされる無線端末１０（参照対象端末）の
識別子などを含む。受信部４１は、無線端末１０の位置を無線端末１０から受信する。
【００４４】
　位置管理ＤＢ４２は、無線端末１０から報告された位置を無線端末１０毎に管理するデ
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ータベースである。具体的には、位置管理ＤＢ４２は、図４に示すように、ユーザ識別子
と参照フラグと位置とを管理する。
【００４５】
　ユーザ識別子は、無線端末１０を所持するユーザを識別する識別子である。位置管理Ｄ
Ｂ４２は、ユーザ識別子に代えて、無線端末１０を識別する識別子を管理していてもよい
ことは勿論である。
【００４６】
　参照フラグは、無線端末１０が位置参照要求の対象とされているか否かを示すフラグで
ある。具体的には、無線端末１０が位置参照要求の対象とされている場合には、参照フラ
グに“１”がセットされる。無線端末１０が位置参照要求の対象とされていない場合には
、参照フラグに“０”がセットされる。
【００４７】
　位置は、無線端末１０から報告された位置である。位置は、緯度及び経度を示す情報（
例えば、Ｗ－Ｓ２０３）であってもよく、特定の場所を示す情報（例えば、会議室１－１
０８）であってもよい。
【００４８】
　周期管理ＤＢ４３は、測定周期及び報告周期を管理するデータベースである。具体的に
は、周期管理ＤＢ４３は、図５に示すように、ユーザ識別子と参照対象端末と測定周期と
報告周期とを管理する。
【００４９】
　ユーザ識別子は、無線端末１０を所持するユーザを識別する識別子である。位置管理Ｄ
Ｂ４２は、ユーザ識別子に代えて、無線端末１０を識別する識別子を管理していてもよい
ことは勿論である。
【００５０】
　参照対象端末は、無線端末１０が位置参照要求の対象とされているか否かを示す情報で
ある。具体的には、無線端末１０が位置参照要求の対象とされている場合には、参照対象
端末は“ＹＥＳ”である。無線端末１０が位置参照要求の対象とされていない場合には、
参照対象端末は“ＮＯ”である。
【００５１】
　測定周期は、無線端末１０が位置を測定する周期である。ここで、参照対象端末が“Ｙ
ＥＳ”である無線端末１０（参照対象端末）に対応する測定周期は、参照対象端末が“Ｎ
Ｏ”である無線端末１０（非参照対象端末）に対応する測定周期よりも短いことに留意す
べきである。
【００５２】
　報告周期は、無線端末１０が位置を報告する周期である。ここで、参照対象端末が“Ｙ
ＥＳ”である無線端末１０（参照対象端末）に対応する報告周期は、参照対象端末が“Ｎ
Ｏ”である無線端末１０（非参照対象端末）に対応する報告周期よりも短いことに留意す
べきである。
【００５３】
　なお、第１実施形態では、測定周期は、報告周期と同様であることに留意すべきである
。また、測定周期及び報告周期は無線端末１０（ユーザ）毎に定められている。
【００５４】
　提供部４４は、位置参照要求の対象とされた無線端末１０（参照対象端末）の位置を要
求元端末５０に対して提供する。具体的には、提供部４４は、位置管理ＤＢ４２を参照し
て、参照対象端末の位置を取得する。続いて、提供部４４は、参照対象端末の位置の送信
を送信部４６に指示する。
【００５５】
　指示部４５は、周期管理ＤＢ４３を参照して、測定周期及び報告周期を無線端末１０に
指示する。具体的には、指示部４５は、非参照対象端末から参照対象端末に変更された場
合に、参照対象端末“ＹＥＳ”に対応する測定周期及び報告周期を示す情報の送信を送信



(8) JP 4584299 B2 2010.11.17

10

20

30

40

50

部４６に指示する。一方で、参照対象端末から非参照対象端末に変更された場合に、参照
対象端末“ＮＯ”に対応する測定周期及び報告周期を示す情報の送信を送信部４６に指示
する。
【００５６】
　送信部４６は、提供部４４の指示に応じて、位置参照要求の対象とされた無線端末１０
（参照対象端末）の位置を要求元端末５０に送信する。
【００５７】
　送信部４６は、指示部４５の指示に応じて、測定周期及び報告周期を示す情報を無線端
末１０に送信する。具体的には、送信部４６は、参照対象端末“ＹＥＳ”に対応する測定
周期及び報告周期を示す情報を、非参照対象端末から参照対象端末に変更された無線端末
１０に送信する。送信部４６は、参照対象端末“ＮＯ”に対応する測定周期及び報告周期
を示す情報を、参照対象端末から非参照対象端末に変更された無線端末１０に送信する。
【００５８】
（位置管理システムの動作）
　以下において、第１実施形態に係る位置管理システムの動作について、図面を参照しな
がら説明する。図６は、第１実施形態に係る位置管理システムの動作を示すシーケンス図
である。
【００５９】
　図６に示すように、ステップ１０Ａ～ステップ１０Ｃにおいて、無線端末１０は、自端
末の位置を測定周期（１）で測定した上で、自端末の位置を報告する。測定周期（１）は
、参照対象端末“ＮＯ”に対応する測定周期である。なお、管理装置４０は、無線端末１
０から報告された位置によって位置管理ＤＢ４２を更新する。
【００６０】
　ステップ２０において、要求元端末５０は、無線端末１０の位置の参照を要求する位置
参照要求を管理装置４０に送信する。
【００６１】
　ステップ３０において、管理装置４０は、参照フラグを更新する。具体的には、管理装
置４０は、参照フラグに“１”をセットする。
【００６２】
　ステップ４０において、管理装置４０は、周期管理ＤＢ４３を参照して、参照対象端末
“ＹＥＳ”に対応する測定周期を取得する。続いて、管理装置４０は、参照対象端末“Ｙ
ＥＳ”に対応する測定周期を示す情報を無線端末１０に送信する。
【００６３】
　ステップ５０Ａ～ステップ５０Ｃにおいて、管理装置４０は、位置管理ＤＢ４２を参照
して、無線端末１０の位置を取得する。続いて、管理装置４０は、無線端末１０の位置を
要求元端末５０に送信する。
【００６４】
　ステップ６０Ａ～ステップ６０Ｃにおいて、無線端末１０は、自端末の位置を測定周期
（２）で測定した上で、自端末の位置を報告する。測定周期（２）は、参照対象端末“Ｙ
ＥＳ”に対応する測定周期である。なお、管理装置４０は、無線端末１０から報告された
位置によって位置管理ＤＢ４２を更新する。
【００６５】
　なお、無線端末１０から報告された位置によって位置管理ＤＢ４２が更新されるため、
要求元端末５０が取得する位置は最新版であることに留意すべきである。例えば、ステッ
プ５０Ａでは、管理装置４０は、ステップ１０Ｃで受信した位置を要求元端末５０に送信
する。ステップ５０Ｂでは、管理装置４０は、ステップ６０Ａで受信した位置を要求元端
末５０に送信する。ステップ５０Ｃでは、管理装置４０は、ステップ６０Ｃで受信した位
置を要求元端末５０に送信する。
【００６６】
　ここで、無線端末１０の位置を管理装置４０が要求元端末５０に提供する周期（提供周
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期）は一定であってもよく、可変であってもよい。例えば、無線端末１０の位置が受信さ
れる毎に無線端末１０の位置が提供されてもよく、無線端末１０の位置が変化する毎に無
線端末１０の位置が提供されてもよい。
【００６７】
（作用及び効果）
　第１実施形態では、無線端末１０が自端末の位置を測定周期（１）で測定していること
を前提として、管理装置４０は、位置参照要求の対象とされた無線端末１０に対して、測
定周期（１）よりも短い測定周期（２）を指示する。
【００６８】
　従って、無線端末１０（ユーザ）の位置を或る程度リアルタイムで管理しながら、無線
端末１０の消費電力の低減や無線トラフィック量の低減を図ることができる。
【００６９】
［第２実施形態］
　以下において、第２実施形態について図面を参照しながら説明する。以下においては、
上述した第１実施形態と第２実施形態との相違点について主として説明する。
【００７０】
　具体的には、第２実施形態では、測定周期及び報告周期は、ユーザ数（無線端末１０の
数）に応じて変更される。
【００７１】
（測定周期及び報告周期）
　以下において、第２実施形態に係る測定周期及び報告周期について、図面を参照しなが
ら説明する。図７は、第２実施形態に係る周期管理ＤＢ４３に格納された情報の一例を示
す図である。
【００７２】
　図７に示すように、周期管理ＤＢ４３は、ユーザ数と参照対象端末と測定周期と報告周
期とを管理する。
【００７３】
　ユーザ数は、位置管理システムに登録されたユーザ（無線端末１０）の数である。すな
わち、ユーザ数は、参照対象端末の数と非参照対象端末の数との合計である。
【００７４】
　ここで、測定周期及び報告周期は、無線トラフィック量を軽減するために、ユーザ数が
多いほど長いことが好ましい。
【００７５】
［その他の実施形態］
　本発明は上述した実施形態によって説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は
、この発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な
代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
【００７６】
　上述した実施形態では、無線端末１０は、管理装置４０から指示された測定周期で位置
を測定するが、これに限定されるものではない。具体的には、管理装置４０は、無線端末
１０の位置の測定を要求する位置測定要求を測定周期毎に無線端末１０に送信してもよい
。無線端末１０は、位置測定要求に応じて自端末の位置を測定する。なお、管理装置４０
が位置測定要求を送信することによって、無線端末１０が位置を測定する周期を管理装置
４０が指示していることに留意すべきである。
【００７７】
　上述した実施形態では、無線端末１０は、管理装置４０から指示された報告周期で位置
を報告するが、これに限定されるものではない。具体的には、管理装置４０は、無線端末
１０の位置の報告を要求する位置報告要求を報告周期毎に無線端末１０に送信してもよい
。無線端末１０は、位置報告要求に応じて自端末の位置を報告する。なお、管理装置４０
が位置報告要求を送信することによって、無線端末１０が位置を報告する周期を管理装置
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４０が指示していることに留意すべきである。
【００７８】
　上述した実施形態では特に触れていないが、周期管理ＤＢ４３に格納された測定周期又
は報告周期は、オペレータによって適宜書き換えられてもよい。
【００７９】
　上述した実施形態では、測定周期及び報告周期は同じであるが、測定周期及び報告周期
は異なっていてもよい。具体的には、無線端末１０のバッテリー残量が少ないほど、測定
周期が長くされてもよい。このようなケースでは、無線端末１０は、自端末のバッテリー
残量を管理装置４０に報告する。また、無線端末１０と無線接続装置２０との間における
無線トラフィック量が多いほど、報告周期が長くされてもよい。このようなケースでは、
無線端末１０又は無線接続装置２０は、無線トラフィック量を管理装置４０に報告する。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】第１実施形態に係る位置管理システムの構成を示す図である。
【図２】第１実施形態に係る無線端末１０を示すブロック図である。
【図３】第１実施形態に係る管理装置４０を示すブロック図である。
【図４】第１実施形態に係る位置管理ＤＢ４２に格納された情報の一例を示す図である。
【図５】第１実施形態に係る周期管理ＤＢ４３に格納された情報の一例を示す図である。
【図６】第１実施形態に係る位置管理システムの動作を示すシーケンス図である。
【図７】第２実施形態に係る周期管理ＤＢ４３に格納された情報の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００８１】
　１０・・・無線端末、１１・・・受信部、１２・・・設定部、１３・・・測定部、１４
・・・送信部、２０・・・無線接続装置、３０・・・ネットワーク、４０・・・管理装置
、４１・・・受信部、４２・・・位置管理ＤＢ、４３・・・周期管理ＤＢ、４４・・・提
供部、４５・・・指示部、４６・・・送信部、５０・・・要求元端末
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